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経済 論叢(京 都大学)第153巻 第1・2号,1994年1・2月

政 策 協 調 下 に お け る

アメ リカ財政赤字削減策の展 開

一 グラ ム ・ラ ドマ ン ・ホ リング ス法 の検 討 を中心 に一

河 音 琢 郎

は じ め に

1980年 代 の ア メ リカ財政 赤 字 の拡 大 は ,そ の額 か ら して もまた経 済規 模 に対

す る比 重 か らみ て も,戦 後 史 上か つ て な い規 模 で推 移 してお り,赤 字財 政 の定

着 は,レ ー ガ ン=ブ ッシ ュ政 権期 財 政 の一大 特徴 を な してい る。 本稿 は ,80年

代 の財 政赤 字 に対 す る連 邦 政 府 の政策 対応 の具体 的展 開過 程 を明 らか にす る と

い う意 図 の もとに,財 政 赤 字 削減 法 と して成 立 した均 衡 予算 ・緊急 赤字 統 制 法

(BalancedBudgetandEmergencyDeficitControlActof1985:い わ ゆ る グ

ラム ・ラ ドマ ン ・ホ リング ス法,以 下GRH法 と略)に 焦 点 を当 て ,そ の分 析

を行 お う とす る もので あ る。

周 知 の よ うに,GRH法 は,2,000億 ドル以 上 に膨 らんだ 赤字 を5年 間で ゼ ロ

にす る ことを強 制 しよ う とい うもので,連 邦 政府 は,そ の成 立 当初 におい て ,

同法 を 「財 政 赤字 拡 大 に対 す る本 格 的対 策」 と位 置 づ けた。 しか し,現 実 に は,

同法 成立 以 後 も財 政赤 字 の高水 準 基調 は変 わ らず,90年 代 以 降 は拡大 す ら示 す

に至 ってい る。 で はなぜ,GRH法 の存在 に もか か わ らず ,財 政 赤字 の解 消 は

な らなか った のか 。以 下 の2点 に留 意 す る必 要が あ る。

第1に,財 政赤 字 削 減 の緊 要性 は,連 邦 予 算 を と りま くそ の時 々の経 済 的 ・

政治 的 諸条 件 に応 じて た えず変 化 す る。 そ れ には む ろん国 内 的事情 も大 き く作

用 す る もの の,本 稿 が対 象 とす る期 間 に関 しては ,と くに対 外不 均 衡 とその ド
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ルへ のイ ンパ ク トが大 きな要 因とな っていた。 それゆえ,本 稿で は,GRH法

の運用方針の変更や修正の過程 を主 として不均衡問題 との関連 において分析 し,

先 の問いに答えてい きたい。

第2に,GRH法 は,財 政赤字削減のための基本的枠組 みであ るとい う側面

とともに,連 邦政府 と議会 との予算編成過程の改編 という側面を ももってい る。

それゆえ,た とえ,GRH法 が赤字削減 に効果 をもたず,と きに削減の意志 さ

え希薄で あった として も,同 法の存在意義がなかった とい う話 にはな らない。

GRH法 に対す る総合的評価 は,予 算制度改革 をも含 めた分析 を通 じては じめ

て可能となる。 しか し,本 稿 では,こ の時期のアメ リカの財政赤字 にたいす る

政策動向の変遷をみ ることに課題 を限定 し,同 法の予算制度改革の側面につい

ては別稿 にゆず り,必 要 な限 りでふれ るに とどめる。

叙述は以下の順序で進め る。最初 に,80年 代前半の連邦財政の特徴 を概観 し

た上で,GRH法 成立の背景を明らか にする。次 に,同 法の性格 について検討

し,そ の後に,同 法下で遂行 された財政赤字への政策対応 の現実を.GRH法 の

執行過程 との関わ りにおいてみる。

1財 政赤字の拡大 とレーガン政権 の政 策対応

1.80年 代 前半 に お ける財政 赤 字 の拡 大

まず,財 政赤 字 拡 大 の構造 が 形成 され た背景 を明 らか にす るた め に,第1期

レー ガン政 権 にお け る歳 入 ・歳 出の全体 的構 造 を,第1表 を も とにみ て お こ う。

歳 入 か らみ る と,80年 代 前半 に お い て,国 内総 生 産(GDP>が 年 平均 伸 び

率8.5%(名 目値)と5年 間で そ の額 を1.3倍 化 させ てい る の にた い し,連 邦 歳

入総 額 は,同 時期 に5.6%(1.2倍 化)の 伸 びに とどま って い る。70年 代 にお い

て は歳 入 がGNPを 上 回 る伸 び を示 してい た こ とに比べ る と,こ の時 期 の歳 入

が,伸 び悩 み基 調 で あ った こ とが分 か る。 この傾 向 の主要 な要 因 は,個 人所 得

税 と法 人税 の伸 びの 停滞 で あ った。 個 人所 得税 の年 平 均伸 び率 は,同 期 に お い

て4.2%に す ぎず,法 人 税 に至 って はO.1%と ほ とん ど増加 して い ない 。税 収伸



第1表=ア メ リカ連 邦 財 政 の概 要 単位=10億 ドル

会計年度 歳入総額 個 人
所得税 法人税 社 会

保障税 その他 歳出総額 国防費
i

SS十

メデ ィケア 利払い費 その他 財政赤字 (参考)
GDP

1971
..幽 一一 ■ 一 一.一 一r冒r一.幽 」 ・.. 冒.買 置.一.幽 一 ・.τ

187.1 86.2
-.幽 一一..■ 「..

26.8
一..一

47.3 26.8 210.2 78.9 42.5 14.8 74.0 23.1 1,051.6

1975
.一..冒..一 画.一 「冒-.一 一.rr..一 一.一 一.一 冒■-■.

279.1 122.4
一一 一 τ 「 ■.一.一 山

40.6 84.5 31.5 332.3 86.5

一一..

【..■.一..一r

77.5

.」一..rr..一 一

23.2

一一 一一.一一 τ ■.

145.0

.....■..一 一.

53.2

一

「.-一.一 一 一.一 冒

1,511.0

1980

1981

1982

1983

1984
「 「 一.一 画一 一-■ 一.一 一.,■r..一

517.1

599.3

617.8

600.6

666.5
.一一 丁 冒..一 一 幽一一.

244.1

285.9

297.7

288.9

298.4
■..一.・.一..

64.6

61.1

49.2

37.0

56.9

157.8

182.7

201.5

209.0

239.4

50.6

69.5

69.3

65.6

71.8

590.9

678.2

745.7

808.3

851.8

134.0

157.5

185.3

209.9

227.4

.-「 一..一一.「 買 置.・

150.6

178.7

202.5

223.3

235.8

一.

「-冒.幽 ・ 一..

52.5

68.7

85.0

89.8

111.1

一...一 ■..一 一

253.8

273.2

272.9

285.3

277.5

一..

■.-■ 幽..,

73.8

78.9

127.9

207.7

185.3

.巳 巳 巳.昌 昌r--..

2,644.5

2,964.7

3,124.9
.

3,317.0

3,696.7

1985

1986

1987

1988

1989
..一 一一一 τ 「.幽 一 画r-r匿 冒.一 一 幽

734.1

769.1

854.1

909.0

990.7
一一 一-.幽 一.L...r

334.5

349.0

392.6

401.2

445.7
.「..幽 一一.一.「

61.3

63.1

83.9

94.5

103.3
-....一L一一.

265.2

283.9

303.3

334.3

359.4

73.0

73.1

74.4

78.9

82.3

946.3

990.3

1,003.9

1,064.1

1,144.2

一τ 冒

252.7

273.4

282.0

290.4

303.6

..幽 一..一 冒..一L・一

254.4

268.9

282.5

298.2

317.5

冒 ■.一 一 一一.冒..

129.4

135.6

138.7

151.8

169.3

...一一.一一 冒 「

309.8

312.4

300.8

323.7

353.9

....一一..買 置 一

212.2

221.2

149.8

155.1

153.5

幽 幽一一一 冒 ■ 一.幽一一

3,970.9

4,219.6

4,453.3

4,810.0

5,170.1

1990

1991

1,031.3

1,054.3

466.9

467.8

93.5

98.1

380.1

396.0

90.8

92.3

1,251.8

工,323.0

299.3

273.3

一一.冒..一 一

346.7

373.5

■ 冒一...一 画.一 τ

184.2

194.5

..幽 一..一.一 ■

421.5

481.7

■..幽 一一...τ 冒

220.5

268.7

..一 画一一一 「 冒 一.一

5,459.5

5,626.6
71～80年 伸率

実質伸率
一 一一 一 「 買 置.一 一 一 一・一 冒.-..一 一

19.6

8.1
一 買 置 冒-一.一 一一一一 冒

20.3

一.._邑=弓

15.7

4.2

25.9

14.4

9.9

一.1
.6

20.1

8.6

7.8

-3 .7

28.3

16.8

28.2

16.7

27.0

15.5

24.4

12.9

16.8

5.3

81～85年 伸率

実質伸率
冒 「.一 一一 一.,■...幽 一.一. r.■.一 一 一 一一.一 ■.冒..

5.6

工.1

4.2

-0
.3

一..一一一 「「 ■.一

0.1

-4
.4

.

一一.一 冒 買 置.幽 一 一.

11.3

6.8一一

1.3
-3 .2

9.9

5.4

一

冒

15.1

10.6

.-.幽一一.--匿..一一

10.6

6.1

..■..幽 一 τ.「 冒

22.1

17.6

..一 一 一一一 「「-

3.3

-1 .2

..・一一 冒 ■-一 一.

42.2

37.7

一 ・ 一.買 置.■ 一..一

8.5

4.0

86～90年 伸率

実質伸率

8.5

3.7

8.4

3.6

12.0

7.2

8.5

3.7

6.1

1.3

6.6

1.8

2.4

-2
.4・

乞壱
2.4

.一 」一一一 ■....

9.0

4.2

一一

■.--...一

8.7

3.9

..

「 冒...一 一..

一 〇
,1

-4
.9

冒 ■..一..・ 一一一 冒

7.3

2.5

注)SS+メ デ ィケアとは,社 会保障年金支出 と老人医療給付 との合計額,
出 所)OMB,Budgetof[heU .SGovernment,FY1993,5卿 ㎞ ㎝こよ り作 成 。
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び 率 が 停 滞 し た の は,1982年 の 景 気 後 退 が 影 響 を 及 ぼ し た と も 考 え ら れ る が
,

連 邦 歳 入 の 対'GDP比 率 が1981年 の20.2%か ら85年 に は18.5%へ と 低 下 し て い

る こ と を み る な ら,こ の 時 期 の 歳 入 停 滞 を 規 定 し た 主 要 因 は1981年 税 制 改 革 に

よ る 大 幅 な 減 税 政 策 に あ っ た と い え るL}。

歳 出 は,レ ー ガ ン 政 権 に よ っ て そ の 抑 制 政 策 が 打 ち 出 さ れ た に も か か わ ら ず ,

70年 代 に 引 き 続 きGDPの 伸 び を 上 回 る 規 模 で 増 加 し た 。 歳 出 膨 張 の 主 要 因 は
,

国 防 費 の 増 大 で あ っ た 。 国 防 予 算 は,「 強 い ア メ リ カ の 復 権 」 の ス ロ ー ガ ン の

も と に 進 め ら れ た レ ー ガ ン の 国 防 力 強 化 政 策 に よ っ て 歳 出 抑 制 策 の 対 象 外 と さ

れ た た め,予 算 権 限 ベ ー ス で1981会 計 年 度 の1,824億 ドル か ら85会 計 年 度 に は

2,947億 ドル へ と1.7倍 化 し,そ の 結 果,支 出 ベ ー ス で 年 平 均15 ,1%と い う 突 出

し た 伸 び を 示 し た 。 他 方,レ ー ガ ン 政 権 は ,民 生 歳 出 プ ロ グ ラ ム に た い し て は,

総 じ て 歳 出 抑 制 ・削 減 の 圧 力 を 強 め た 。 しか し,民 生 支 出 の 圧 倒 的 多 数 を 占 め

る 部 分 は,エ ン タ イ ト ル メ ン ト ・プ ロ グ ラ ム と し て,年 度 ご と の 歳 出 予 算 法 を

経 ず と も 過 去 の 予 算 権 限 授 権 法 に も と づ い て 自 動 的 に 支 出 が な さ れ る と い う 仕

組 み に よ っ て 保 護 さ れ て い る ～〕。 さ ら に,エ ン タ イ トル メ ン ト ・ プ ロ グ ラ ム の

多 く は 生 計 費 調 整 条 項(CostofLivingAdjustment,以 下COLAと 略)を

伴 っ て お り,予 算 権 限 上 の 改 正 を 経 ず と も物 価 上 昇 率 に 応 じ て 自 動 的 に 支 出 が

増 加 す る 仕 組 み を も っ て い る 。 こ の た め に,レ ー ガ ン政 権 に よ る 民 生 プ ロ グ ラ

ム 支 出 の 抑 制 ・削 減 路 線 は
,議 会 個 別 諸 委 員 会 の 反 発 に よ っ て 当 初 の 期 待 通 り

1)1986年1月 に連邦 政府 行政 管理予算 局(OMB)が 行 った 推計 に よれ ば
,1981年 経済 再建 税法

に よ る歳入減 少効 果は85年 度 におい て1,703億 ドルにのぼ るもの と推計 され て い る。 さ らに この

推計 か ら.同 税制改 革以 降 レーガ ン政権 に おいて なされた 増税措 置 に も とず く増収 見積 分598億

ドル(同 じくOMBに よ る推 計値)を 差 し引 く と,第1期 レー ガ ン政 権 の租 税 政策 に よ る歳 入

の減収 効 果 は,同 じく85会 計 年度 に おい てみ る と,1,105億 ドル とな り,同 会 計年 度 財 政赤 字

2,123億 ドルの52%が レーガ ン減税 に よって もた らされ た こ とにな る(OMB ,&己㎏'`げ'層 ひ
5Goぴ8rη η;επ`,FY1986,Part4 ,P,31>。

2)エ ンタイ トル メン ト・プログラ ムとは,年 金等,資 格付与 に もとつ く個 人への給 費 プ ログラム

の こ とをい う。 これ らプ ログラム に閲す る支出 は.農 産物価格 支持や 国債利 い費 といoた 歳 出費

目とあわせ て,客 年度毎 の議会 の歳 出予算法 の採択 の対象 とはな らず,自 動 的 にそ の支 出が 行わ

れ る とい う意味で ρ統 制不 能予算 とい うカア ゴ リーの もとに把握 され てお り,連 邦 歳出総額 の4

分の3以 上 を占 めてい る(1989年 時点)(渡 瀬義男 「借金大 国 ニレー ガ ン財政 の軌 跡」 藤本 一美

編rア メ リカ政治 の新方 向JA草 書 房,1990年,173ペ ー ジ)。
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に はすす まず,部 分 的 な成果 に とど まった。

以上 の よ うな連 邦 財 政構 造 の変 化,と りわ け減税 に よ る歳 入 の伸 び悩 み と大

幅 な国 防費 の拡大 とに よ って,財 政 赤字 は,レ ー ガ ン政 権 の 下 でGDP比5～

6%台 に まで拡 大 し,1985会 計年 度 には額 に して2 ,123億 ドル とつ い に2,000億

ドル を突 破 した(第2表 を参 照)。

2.赤 字削減への政策転換

レー ガン政権 は,財 政赤字 の急膨張を政権発足2年 目に してすでに予測 して

いた。に もかかわ らず,同 政権は,赤 字 の要因が 「過去 の誤 った政策」の残存

物 と景気後退 に基 づ くものであ り,.経 済規模か らみて不況脱 出時の赤字幅 とし

ては歴史的にみて大 きな ものではない とい う理由で赤字容認の姿勢 をとり続 け
,

1981年 税制改革の予定通 りの実施 をは じめとした レーガノミックスの遂行 を貫

いた%

財政赤字拡大 を容認す る政策運営が可能 となった背景 には,こ の当時 のアメ

リカをと りま く国際経済の環境変化があ る。80年 代前半 には,先 進諸国の金融

の国際化が進行す る下で,ア メ リカ財政赤字 の拡大 とそれによる米国金利 の高

止 ま り状態が続いた結果,米 国債 をは じめ とす るアメリカ金融資産に対す る海

外か らの投資が急増 した。 これにともなう ドル需要 の増大は,当 時 レーガン政

権が為替市場に対 して とっていた不介入政策 とあいまって,ド ル高 を進行させ,

これがさ らに海外投資家による対米投資 を促進 した。 こうして,ア メリカの財

政赤字が海外資金流入 によ ってフ ァイナンスされ るとい う循環構造が形成 され

た。 しか し,こ の ことによ り,ア メリカ財政赤字 は,以 下にみ るよ うな新たな

問題 をはらむ こととな った。

その第1は,ド ル高進行 によるアメリカ産業の国際競争力 の低下であ る。 こ

の時期進行 した ドル高は,1983年 以降の相対的に高いアメリカの経済成長率 と

3)田 中和子 「レー ガ ン政権2年 目の経済 政策 と83年 度予算 案」大 蔵省 「調査 月報』 ユ982年4月 号
,

2～16ペ ー ジ。



第2表1ア メ リ カ 「双子 の赤 字」 の 推 移 単 位=10億 ドル

計年度
公債発行残高 財政赤字 参考 OASDI除 く財政赤字 利払い費 経常収支 貿易収支

総額 GDP比 総額 GDP比 OASDI収 支 総額 GDP比 総額 歳出比 総額 GDP比 総額

197L 408.2 38.8 一23
.0 2.2 0.7 一23

.7 2.3 21.0 10.0 一1
.4

一 〇
.1

一2
.3

1972 435.9 38.0 一23
.4 2.0 一〇.1

一23
.3 2.0 21.8 9.5 一5.8

一 〇
.5

一6
.4

1973 466.3 36.5 一14
.9 1.2 1.8 一16

.7 1.3 24.2 9.8 7.1 0.6 0.9

1974
..L.一 一.一.

483.9
・....一.「.一 「..

34.5

.

r...「...「 「

一6
.1

.

■ 「 「.■ 「.・ 幽.

0.4

..

L.L.i.・

4.1...............一10
.2一 0.7 29.3 10.9 2.0 0.1 一5

.5

1975 541.9 35.9 一53
.2 3.5 2.1 一55.4 3.7 32.7 9.8 18.1

.一.一 冒

1.z

..一.幽.一 ■.一.

8.9
1976 629.0 37.3 一 73.7 4.4 0.7 一74

.5 4.4 37.1 10.0 4.2 0.2 一 9.5

TQ 643.6

一

一14
.7 3.3 一1.4

一13
.3 3.O 8.1 8.4

一

『 『

1977 706.4 36.8 一53
,7 2.8 一3.9

一49
.8 2.6 4工.9 10.2 一14

.5
一 〇

.8
一31

.1

1978 776.6 36.0 一59
.2 2.7 一4

,3 一54.9 2.5 48.7 ユ0.6 一15.4 一〇.7 一 33.9

1979 828.9 34.1 一40
,2 1.7 一2

.0
一38

.2 1.6 59.9 11.9 一1
.0

一 〇
.0 一27

,5

一

1980 908.5 34.4 一73、8 2.8 一1
.1

一72
.7 2.7 74.8 12.7 ...1.1

.....「 一.i....「 冒..一 一

〇.0

..一

「 「 「.一 画 一.

一25
.5

1981 994.3 33.5 一79.0 2.7 一5
.0 一74

.0 2.5 95.5 14.1 6.9 0.2 一28
.0

1982 ユ136.81 36.4 一128
.0 4.1 一7

.9 一120
.1 3.8 117.2 15.7 一5.9

一 〇
.2

一36
,4

1983 1,371.2 41.3 一207
,8 6.3 0.2 一2⑪8.0 6.3 128.7 15.9 一40

.1
一1

.2
一67

.1

1984 1,564.1 42.3 一185
.4 5.0 O.3 一185

.7 5.0 153.9 18.1 一99
,0 一2

.7
一112

.5

1985 1,817.0 45.8 一212
.3 5.3 9.4 一221

.7

..一..

.■.幽 一L.一.

5.6

「.「.一 ・L....

178.9

「-■ ■.......

18.9 一122
.3

一3
,1

一122
.1

1986 2,120.1 50.2 一 221.2 5.2 16.7 一238
.0 5.6 190.2 19.2 一145.4 一3

.4
一195

.1

1987 2,345.6 52.7 一149.8 3.4 19.6 一169
.3 3.8 195.3 19.5 一160.2 一3

.6
一159

,5

1988 2,600.8 54.1 一155
.2 3.2 38.8 一194

,0 4.0 214.2 20.1
,

一126
.2

一2
.6

一127
,0

1989 2,868.8 55.5 一153
.5 3.0 52.4 一205

.9 4.0 241.0 21.2 一106
.4

一2
.1 一115.9

1990 3,206.3 58.7 一220
.5 4.0 58.2 一278.7 5.1 264.8

一.....

「.一.

21.2

...

「 「.■ ・ 幽i.

一92
,1

.

「■ ■.....一-

一1
.7

.■.一..「一 「 「

一108
.1

1991 3,599.0 64.0 一268
.7 4.8 53.5 一322

.3 5.7 286.0 21.6

注〉 1.OASDI 収支 とは, 社会保 障信託基金収支の こと。

2,公 債 発 行 残 高,利 払 い 費 は と も に政 府 機 関 所 有 ・対 象 分 を含 んだ 数 字 で あ る。

出所)「 ア メ リ カ経 済 白書」1992年 版、OMB,Budge[oftheDS.(7ひ τ・飾 屋ηr8pr`,FY1993 ,Supplementよ り作 成 。

;
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それを支 えた消費需要の高 ま りとも相 まって,海 外か らの輸入 を激増 させ,ア

メリカ企業 の国際競争力 を低下 させた。 これが輸出産業 に限らずアメ リカ国内

産業全般 に広がる中で,ア メリカ産業界 は ドル高是正 を求める声を強め,こ の

ドル高を もた らしている主要因であるアメ リカ財政赤字の縮小を求めるように

なった。全米 商工会議所や ビジネス ・ラウン ドテーブルな どは,1985年 には,

貿易不均衡是正 と抱 き合わせに した財政赤字削減 キ ャンペー ンを議会 ・行政府

へのロ ビイング,世 論喚起運動 とい った形で展 開 し,赤 字削減 の国民世論 を形

成 した㌔

第2の 問題 は,ア メリカの債務 国転落 に伴 う ドル危機招来の懸念である。経

常収支赤字の持続的な増加は,ア メリカを世界最大 の債権 国か ら世界最大の債

務国へ とかえた。そのため,借 金経済が このまま続 けば近い将来海外投資家の

ドルに対す る信頼が失われ,外 資の引き上げが生 じるであ ろう,と の懸念が強

まった%.ひ とた び海外投資家が ドル離れを起 こし,ド ルが急落すれば,ア メ

リカ経 済は資金不足のために深刻な リセ ッシ ョン,な い しはイ ンフレにさ らさ

れることにな る。 このよ うな事態 は,当 時 「ハー ド ・ランデ ィング」 と呼ばれ

たが,そ れ を回避す るために,85年9月 のプラザ合意 を機 に政 策の転換 が行わ

れた。その内容は,各 国通貨当局が為替市場 に協調介入 して ドルを下落させ,

経常収支不均衡 を是正 する,そ れ も,ド ルを暴落 に導 くことな く安定的下落 と

して推移 させ る,と い うものであ った。当時の政策担当者たちは,先 進 国間の

経常収支不均衡の原因 を先進国間のマクロ政策の不均衡,す なわ ち 日独黒字国

の緊縮財政政策 とアメ リカをは じめ とした赤字国の拡張財政政策 との間の非対

称性 に求めていたか ら,政 策転換 の内容は,為 替市場へ の協調介入 に とどまら

ず,各 国の財'政 ・金融 政策の整合的協調 に据 えられ た6♪。 それゆ え,政 策協調

4)Pressman,Steven,"BudgetSpursDivisionsinCo■porateLobby
,"CQWeeklyReport,.Apr.27,

1985,p,770.

5)M・ 晦S・ ・ph・n,DeficitsandtheDollar:TheWorldEx…myattheRiskW。 、hi。gt。 。D .C.

InstituteforInternationalEconomics,1985(大 来 佐 武 郎 監 訳 「ド ル と 世 界 経 済 危 機 」 東 洋 経 済

新 報 社,1986年)。
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の推進者であ り直接的受益者であ るアメリカは,自 国の財政政策を赤字容認路

線か ら転換 させ,赤 字:削減の枠組みを設定す ることを,日 独黒字国の積極財政

への転換の合意をかち とるための交渉上の手段 として も,経 済政策 の中心 目標

とせざるをえな くなった。

以上 の2点 が,連 邦 政府の政策を赤字削減へ と向かわせた主要 因であ り,こ

の時点でGRH法 が,財 政赤字削減の中心軸 として位置づ けられた。1985年12

月,レ ーガ ン大統 領は,GRH法 への署名にあたって,「 永年 アメリカの経済

的安定 を脅か してきた財政赤字の是正に今や手が うたれた」 と評価 した。また,

同法 は,そ の成立以後,G7を は じめ とした国際協議 の場におけるアメリカの

国際公約 として常 に位置づ けられて きた。 そこで次に,同 法の根幹をなす一律

削減条項に限定 して分析 を行い,そ の性格 を明 らかに したい。

11GRH法 の基本的性格

GRH法 は,ま ず,1986～91会 計年度までの予算収支 に対 して,赤 字上限 目

標 を設定 した。それ は,86会 計年度 を除いて各年度毎に財政赤字を360億 ドル

つつ削減 してい き,91会 計年度には赤字 をゼ ロにす るとい うものである(第3

表 を参照)。

さらに,こ の 目標 を達成す るための強制装置 として導 入されたのが,GRH

法の根幹 ともい うべ き強制一律削減方式であ った。 これは,当 該年度予算の財

政赤字見積額が上記 の赤字上限 目標 を100億 ドル以上越えた場合,赤 字 目標 超

過分 について,国 防費か ら50%,非 国防費か ら50%の 配分で歳出を強制一律的

に削減する方式である。

GRH法 の主唱著たちは,一 律:削減条項導入の 目的を次の ように説明 した。

同規定 は実際 に発動され ることを 目的 とした もので はな く,そ の命令発動の脅

威 によって,こ れまで予算審議において対立 していた大統領 と議会が赤字上限

6>85年 プ ラザ合意 を起点 とす る先 進各 国政 策協調路線 への転換 の過程 とそ の内容 につ いて は,坂

井昭夫 「日米経 済摩擦 と政策協調」 有斐 閣.1991年,と りわ け第3章 を参照 した。



政策協 調下 にお け るアメ リカ財 政赤字 削減策 の展開 (105)105

第3表1財 政赤字上限目標の推移 単 位=10億 ドル

計年度 実績 ・予測 GRHI GRHI 90年OBRA FY92修 正 FY93修 正

1986 221.2 171.9 一

一

　 一

(49.3)

1987 149.8 144.0 』 一 一 一

(5.8)

1988 155.2 108.0 144.0 } 一 一

(11.2)

1989 152.5 72.0 136.0 　 一

(16,5)

1990 221.4 36.0 100.0 一 　 一

(121.4)

1991 255.4 0.0 64.0 327.0 一 一

(一82.4)

1992 337.9

(一11.9)

一 28.0 317.0 349.8 一

1993 328.0

(一91.4)

　 0.0 236.0 285.2 419.4

1994 293.4 _. 一 102.0 157.5 304.9
(一11.5)

1995 236.1

(一64.4)

一 『 83.0 117.3 300.5

注)1.カ ッコ 内 は 赤 字 上 限 目標 か ら の超 過 額 。

2.FY1993の 赤 字 額 は暫 定 値.FY94以 降 はOMBの 推 計 に よ る。

3.赤 字 額 はGRH法 ベ ー ス。 それ ゆ え,FY1991以 前 と以 後 と で は ,赤 字 算 定 の 方 法 は異

な って い る(FYユ991以 降 で は 社 会 保 障 信 託 基 金 収 支,預 金保 険 関 連 収 支 は 赤 字 算 定 か ら

除 か れ て い る)。

出 所)OMB,BudgetoftheUSG・verament,FY1992,1993,1995 ,大 蔵 省 『調 査 月 報 』1990

年12月 号,

CBO,theEconomicandBudgetOwl.・ ・々茜 ∫calYear1994-1998,Jan .1993,よ り作 成 。

目標で合 意する ことにあ る,と7)。 す なわ ち,強 制一律削減条項 の目的は,大

統領府 と議会 との予算審議 の対立 と行 き詰 ま りとに対 する不満を打 開す るため,

予算編成 をめ ぐる両者の行動に法的強制枠 をかぶせ ることに よって均衡予算:を

実現す ることで あった8)。

7)Gilmour,JohnB,,ReconcilableDifferencesP:(,ongress ,theBudgetPrxess,andtheDeft`楓

Univ.ofCaliforniaPress,1990 ,p,188.

8)こ の よ う な予 算 制 度 改 革 案 は,GRH法 に は じ ま っ た もの で は な く,レ ー ガ ン政 権 成 立 を 前 後

して,共 和 党 の 一 部 か ら 残 り返 し提 案 さ れ て い た(憲 法 修 正 に よ って 均 衡 予 算 を義 務 づ け る均 衡

予 算 ・課 税 制 限 決議 案,1984年 の 下 院 規 制委 員 会 に よ る 「議 会 予 算 法 修 正 に 関 す る 報 告 」 な ど)

(渡 瀬 義 男,前 掲 書,172-3ペ ー ジ)。 そ の 背 景 に は,全 米 商 工 会 議 所,全 米 製 造 業 者 協 会 と/
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GRH法 は,そ の性 格 上,二 つ の側 面 を もってい た 。 第 ユは,も しGRH法

が 文字 どお り機 能 すれ ば,フ ィス カル ・ポ リシー とい う国 家財 政 の景気 安 定 機

能 を全 く変 えて しま うこ とにな る とい う ことであ る。 この点 につ い て ,ウ ォル

ター ・W・ ヘ ラー(WalterW.Heller)は ,GRH法 の公 聴 会 審 議 にお い て 次

の よ うに述 べ てい る。

「あ らゆ る強 制 的 で厳 格 な制 度 と同 じく,そ れ(GRH法)は ,連 邦 財 政

の経済 過 程 に果 た すバ ラ ンス機 構 と して の役 割 を掘 り崩 し,誤 らせ さ えす

るであ ろ う。 好況 ・不 況 にかか わ りな く厳 しい赤字 削 減 を行 う こ とは ,経

済 に多 大 な打 撃 を与 え るで あ ろ う。」9,

「経 済上 の リセ ッシ ョ ンに起 因す る赤字 と租 税 ・歳 出政 策 に よ って引 き起

こされ るそ れ との 区別 ,す な わ ち,循 環 的赤 字 と構造 的 赤字 との基 本 的 区

別 を行 わ な い とい う点 におい て,GRH法 は理 論 的 に も現 実 的 に も予 算 の

暗黒 時代 へ の逆戻 りで あ る。」1m

す なわ ち,GRH法 は,景:気 変 動 に基づ く 「循 環 的赤 字」 と 「構 造 的赤 字 」

を区別 せず,経 済過 程 に対 す る財 政赤 字 の活用 そ の ものを否 定 し,そ れ に対 置

して予 算均 衡 に第 一 義 的 プ ライ オ リテ ィを与 え る とい うので あ る。

GRH法 の第2の 側 面 は,そ れ が ,財 政赤 字 削 減 の具 体 的 方策 をめ ぐって は

依 然 と して対 立 を残 した まま,そ のため の枠組 み の み を先 行 させ た妥 協 の産 物

だ った とい うこ とで あ る。

連 邦 政府 と議 会 は1986会 計年 度予 算 を め ぐって 対立 し,予 算審 議 は これ まで

＼ い っ た 業 界 団 体 や
,全 米 納 税 者 同 盟 を は じめ と し た 保 守 的 公 益 団 体 に よ る 財 政 保 守 主 義 運 動,さ

ら に は,憲 法 修 正 に よ っ て 連 邦 予 算 均 衡 の 義 務 づ け を 求 め る 各 州 で の 決 議 運 動 一1985年 ま で に

32の 州 で 決 議 一 が あ っ た(Orzechりv5ky
,WilliamP,andCesarVConda,"TheF山ureof

FederalBudgetReform,脚'Fink,RichardH .andJackC.High,eds.,ANationinDebt:aonom.

・鋤 鋤 ・`・theFederalBudgetDeficit ,U・i・ersityP・blicati・ …fAm・ ・重・・,1・ ・.,ユ987,PP.

298-300>。 こ れ ら の 財 政 保 守 主 義 運 動 は
,80年 代 以 降 現 在 に 至 る ま で の 予 算 馴 鹿 改 革 の 動 向 を 規

定 す る 主 要 な 潮 流 の 一 つ と な っ て い る 。

9)U・S・C・ng・e・S,」 ・i・・E・ ・n・mi・C・mmi・tee
,H・a・i・g・"TheGramm-RudmanBudgetProp。 、・

a4"99thCongress,1stSession,Oct ,11,1985,p.6.

10)∫ ゐガ4,P、9.
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の赤字拡大予算か らの転換 をめ ぐって紛糾 した。85年 初頭 に提出された86会 計

年度大統領予算案 は,引 き続 き 「増税な し,国 防費拡大」を要求 し,赤 字の削

減 は福祉 関連 プログラムに対す るCOLA適 用の凍結を はじめ とした民生支 出

の削減 によって行 う(そ れで も1,800億 ドルの赤字が当該年度 において残 る も

の とされた)と い う,従 来 の予算案 を踏襲 した ものであ ったため,議 会は審議

を拒否 した。その後,赤 字削減を積極 的に訴 える上院共和党幹部の働 きかけに

よって,国 防費実 質削減 とCOLA凍 結 とを内容 とし,連 邦政府,議 会が双方

の要求 を譲歩す るとい う形での赤字削減予算案が,大 統領 と上院共和党 との間

でい ったんは合意 された。 しか し,COLA凍 結 に対す る下 院民主党 の強い反

発 によって予算審議は再 び紛糾 し,結 局,1986会 計年度予算 は,大 統領 の国防

費拡大要求 と議会民主党のCOLA存 続要求 の双 方を容認 しあう,従 来 と変 わ

らない赤字容認予算 となった。

大統領府 と議会 は,双 方 とも,86会 計年度予算編成過程の失敗 によって,そ

れ に代わ る何 らかの赤字削減の方策 を緊急に打 ち出す必要 に迫 られた。 ここへ,

最終 的には 自己の提案が無視 されるに至 った上院共和党がGRH法 を持ち込 ん

だわ けである1')。

GRH法 の成立 は,議 会各派,大 統領府がそれぞれに異な った思惑 を働かせ

た結果であ った。すなわ ち,議 会民主党は,国 防費削減の突破 口としてGRH

法を位置づ け,こ れを支持 した。 これ に対 し,大 統領 ほ,民 生 プログラムのさ

らなる抑制 ・削減の手段 と して同法 を活用 したい と考 えた。

それゆえ,GRH法 は,そ の強制枠組み をす り抜 ける余地をい くつ ももつ こ

ととなった。 まず,社 会保障年金,所 得保障関連諸 プログラムは,同 法の成立

に難色 を示す下院民主党の要求 を受け入れ る形で一律 削減の適用除外 プログラ

ムとされた。 この結果,歳 出予算総額の約60%が 一律削減の対象か らはず され

11)1986会 計 年 度 予 算 を め ぐ る 審 議 状 況 に つ い て は,White,Joseph,andAaronWildavsky
,7物

DeficitandthePublicInterest:TheSearchforResponsibleBudgetinginthe1980s
,Univ,of

CaliforniaPress,.1989,PP.432-439を 参 照 し た 。



108(108>第153巻 第1・2号

るこ とにな った 。 また,一 律 削減 命令 は,決 算 に対 してで はな く,さ らに は

採 択 され た歳 出予 算 法 に対 して です らな く,予 算 審議 途 上 に おい て報告 され る

行 政 管 理予 算 局(OfficeofManagementandBudget,以 下OMBと 略),お よ

び議 会 予 算 局(CongressionalBudgetOffice,以 下CBOと 略)の 財 政赤 字 見

積 に対 して適 用 され る もの とされ た。 同赤 字見 積 は,報 告 時 点 ま で の予 算 審 議

の状 況 と当 時 の 経 済 情 勢 との 両 機 関 に よ る予 測 に基 づ い て な さ れ た か ら,

OMB,CBOの 各 機 関が 経 済 予 測値 を楽 観 的 な数 値 に設定 す る こ とに よって,

一 律 削減命 令 の発 動 を 回避 す る こ とが可 能 とな った。 さ らに ,同 見積 は,新 会

計 年 度 の は じま る2カ 月前(8月)に 行わ れ たか ら,両 機 関 の報 告 以後 に採 択

され た予算 法 につ いて はGRH法 に捕捉 され なか った。現 実 の予 算編 成 過 程 で

は,こ の よ うな ルー プ ・ホー ルが,一 律 削 減 の強 制枠 か らの回避 手段 と して駆

使 された 。

IIIGRH法 下 に おけ るア メ リカ財政

1.財 政赤字縮小の要因 とその性格

GRH法 制定後最初の予算 となった1987会 計年度予算 におい て,財 政赤字 は,

レー ガン時代の最高値 となった2,217億 ドルか ら1,497億 ドルへ と715億 ドルの

減少 をみせた(第2表 を参照)。 しか し,こ れ は,ア メリカ経済の財政赤字依

存体質か らの転換を意味するものではない。GRH法 は,同 法の主唱者たちが

期待 した ような均衡予算実現 のた めの強制枠 と して は機能せず,予 算審議 を

もっぱら当該年度 における一律削減命令の回避 に集中させ,予 算編成過程 の単

年度主義化 を押 し進めた。以下に見 るとお り,GRH法 は,単 年度主義的 ・対

症療 法的な 「赤字削減」 によって,.赤 字依存体質 を温存す る結果 をもた らした。

第1に,こ の期の赤字減少の主た る要因は,1986年 税制改革法 にともなう一

時的増収であ った。 レーガン政権 によれば,86年 税制改革法は,租 税負担の公

平化 を目的 とした もので,歳 入中立 の政策姿勢 をとっていた。 しか し,同 法 は,

短期 的には,所 得税減税 に先だ って各種税額控除の圧縮 ・廃止 を実施す るとい
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う一時的増収措置 を組み込んでいたか ら,改 革実施初年度の税収は大幅増 を示

した。OMsの 推計 によれば,こ の一時的増収効果は87会 計年度 において215

億 ドル と見積 もられてお り121,これを先 の赤字削減額715億 ドル と単純比較 す

れば,同 年度赤字削減 の約30%が86年 税制改革によっていたことになる。同税

制改革に よる増収分は,歳 入中立の立場か ら後年度減収 によって相殺され る性

格 の ものであ った(88年 度45億 ドル,89年 度172億 ドルの減収見積)]31か ら,単

に当該年度の赤字 を先送 りす る一時的措置で しが なか った。

第2に,連 邦政府所有資産の売却 が当年度限 りの赤字削減策 として多用され

た。87会 計年度でその主要 なものをあげれば,連 邦鉄道貨物公社(ア ム トラ ッ

ク)の 株式放 出によ り22億 ドル,輸 出入銀行の融資債権の売却 によ り48億 ドル

が赤字 の補填 に充て られた。政府資 産の売却は当該年度の増収 につなが り,一

時的には財政赤字を削減す る。 しか し,利 子 ・配当収入の権利が失われ るので

あるか ら,こ のような措置 は同時に次年度以降の歳入 を減少させ る要 因 ともな

る。 さらに財政赤字が主 としてアメリカの貯蓄低下要因 として問題 とされてい

ることを考 えれば,こ の ような措置 は,単 に国内民 間貯蓄 を取 り崩す こ とに

よって連邦債務 を低下させ るにす ぎず,ア メリカ財政赤字の もつ問題 を解決す

る方策 とはならない。

第3に,一 律削減 回避のために,単 なる会計上 の 「赤字削減」が頻発 した。

1987会 計年度 において,連 邦政府は,対 州一般補助金7億 ドルを前年度に前倒

しした り,退 役軍人恩給費29億 ドルを次会計年度へ先送 りした りとい う,会 計

上 の移転操作 を行 って一律削減命令 の発動 を回避 した。

2.ブ ラ ック ・マ ンデ ー と予 算 サ ミ ッ ト合意

1987年 ユ0月19日,ニ ュー ヨー ク株 式 市 場 は,ダ ウ平均508ポ イ ン トの下 落,

株 式総 資 産価 値 の22.6%を 喪失 す る とい う史上 最 大 の下 げ幅 を記 録 した。 い わ

工2)OMB,翻 吻8`【 ゾ`雇 ひ5(;ow「 π〃欄`,FY1989,Pan4,p,4,

13)乃 舷
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ゆ る ブ ラ ッ ク マ ン デ ー で あ る 。10月19日 の 大 暴 落 を 筆 頭 に,株 式 市 場 は1週 間

の う ち に そ の 資 産 価 値 の3分 の1,額 に し て 約1兆 ドル を 失 う こ と と な っ た 。

ブ ラ ッ ク マ ン デ ー を 引 き 起 こ し た 諸 要 因 に つ い て は,そ の 後 の 各 種 報 告 で さ

ま ざ ま な 指 摘 が な さ れ て い る が,そ れ は,G7に よ る 協 調 ドル 管 理 体 制 の き し

み の 反 映 と い う側 面 を も っ て い る 。 当 時,ア メ リ カ は,イ ン フ レ を 懸 念 し て 金

融 引 き 締 め に 転 じ て お り,日 独 は こ れ に 連 動 し て 金 利 引 き 上 げ を 望 ん だ 。 こ れ

に 対 し て ア メ リ カ は,日 独 と の 金 利 格 差 を 維 持 し た い と い う 理 由 か ら,両 国 の

利 上 げ に 難 色 を 示 し た 。 こ の ア メ リ カ の 意 向 に 反 し た 西 ド イ ツ の 利 上 げ が ブ

ラ ッ ク マ ン デ ー の 発 端 と な っ たL㌔

両 国 の 対 立 の 背 景 に は,政 策 協 調 路 線 の 下 で 依 然 と し て 改 善 を 見 せ な い ア メ

リ カ の 「双 子 の 赤 字 」 に 対 す る 懸 念 が あ っ た 。 す で に,プ ラ ザ 合 意 以 降 の 各 国

為 替 協 調 介 入 政 策 に よ っ て,ド ル は 大 幅 に 下 落 し て い た 。 に もか か わ ら ず,ア

メ リ カ の 貿 易 収 支 は 一 向 に 改 善 せ ず,87年 に は1,607億 ドル と 赤 字 記 録 を 更 新

し た 。 他 方,ア メ リ カ 財 政 赤 字 の 削 減 は,各 国 マ ク ロ 政 策 協 調 の 要 と 位 置 づ け

ら れ て い た が,87年9月 にGRH法 が 修 正 さ れ15卸,赤 字 上 限 目標 が 繰 り延 べ さ

れ る に 至 っ て,財 政 赤 字 削 減 の 公 約 を 遵 守 し な い ア メ リ カ の 立 場 は 鮮 明 と な っ

た161。

G7諸 国 に よ る 協 調 体 制 の 再 建 が 必 要 と さ れ る 一 方,「 双 子 の 赤 字 」 へ の 対

策 を 具 体 的 に も た な い ま まG7交 渉 を 行 え ば,議 論 の 矛 先 が ア メ リ カ の 放 漫 財

政 姿 勢 に 集 中 す る こ と は 明 白 で あ っ た 。 そ れ ゆ え,ベ ー カ ー 財 務 長 官(当 時)

14)Destler,1.M.,andC.RandallHenning,DollarPolitics:ExchangeRatePolitymakinginthe

Untates,WashingtonD.C、Institute(orInternationalEcono皿ics,1989,PP.62-3〔 信 田 智 人,

岸 守一 訳 『ダラー ・ポ リテ ィ ・.クス:ド ルをめ ぐる ワシン トンの政治構 造』TBSブ リタニカ,

1990年,100-1ペ ー ジ)。

15)87年GRH法 によ る主 な修正点 は,① 財政赤字 上限額 の上方修 正 と予算 均衡達 成年度 の2年 間

繰 り延 べ,② 違 憲判 決 に よってバ ックア ップ規定 に よる もの とされて いた一律 消減 規定 をOMB

にその指令権 限 を付 与す る形で復帰 させ るこ と,と い う2点 にとどま り,法 体 系その もの の大 幅

な改編 をと もな う もので はなか った。

16)ア メIJカ ほ,1987年2月 の ルー ブル合 意 において,GRH法 の 目標 達成 に よ って財 政赤 字 を対

GNP比2.3%に 押 さえる ことを公約 して いた。88年 度 の実 績 は同 比3,2%(乃 彪,p.60(前 掲 書,

97ペ ー ジ)〉。
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はG7の 早 急 な 開催 に は難 色 を示 し,後 述す る予 算 サ ミッ トの合 意 をみ て よ う

や くそ の開 催 に踏 み切 った171。

この よ うに,ブ ラ ックマ ンデ ー は,ア メ リカ予 算 当局 者 た ちに単 な る形 式 的

枠 組 み に と どま らない 財 政 赤 字 の具 体 的 削 減 策 の 考 案 を迫 る画 期 とな った 。

レー ガ ン大 統領 は,88年 度 予 算 に おい て増税 否 定 の立 場 か ら一 貫 して議 会 との

予 算 交渉 を拒否 して きたが,ブ ラ ックマ ンデ ーの翌20日 に急 き ょそ の姿勢 を転

換 し,社 会 保障 を除 くすべ ての事 項 に 関 して無 条件 に議 会 との予 算 交 渉 に応 じ

る との コメ ン トを発 表 した。 これ に よ り,大 統 領 府 と議 会 両 院幹 部 との 間で 超

党 派 の予 算 サ ミッ トが もたれ,約1カ 月間 の交渉 の末,修 正GRH法 に よる削

減 額(88年 度230億 ドル)を 上 回 る,88年 度 に302億 ドル,89年 度 に459億 ドル,

総額761億 ドルの赤 字削 減合 意 が成 立 した。

第4表 か らその概 要 をみ る と,例 えば88年 度予 算 に お け る赤 字 削 減額302億

ドルの うち,90億 ドルが増 税 に よ って,50億 ドルが 国 防費 の削減 に よ って実施

され る もの とな っ てい る。 これ は,増 税 拒 否,国 防 費拡 大 を基 調 と して きた

レー ガ ン財 政の修 正 を意味 す る もので あ り,予 算 サ ミ ッ ト合 意 は,GRH法 の

よ うな単 な る形式 的枠 組 み に と どま らない現実 的 な財 政赤 字 削減 へ 向 けて の 第

一歩 とな った
。

しか し,予 算 合 意 は88・89年 度 の2年 に限 った もので あ り,そ れ 自体 として

は対 症療 法 で あ って,合 意 が ア メ リカの赤 字依 存 構造 か らの転 換 につ なが るか

否か は,そ の後 の連 邦 政府 の政 策 にゆ だね られ た 。 しか し,予 算 サ ミ ッ ト合 意

を頂 点 と して,ア メ リカの政 策姿 勢 は,財 政赤 字 の削 減か ら容 認 へ と傾斜 して

い く。

3.包 括 財政 調整 法 の成 立 とGRH法 の無 力 化

前 項 に みた よ うに,GRH法 や87年 予算 サ ミ ッ ト合 意 をは じめ と した ア メ リ

カ財 政再 建 の種 々の試 み は,一 時 的 な赤字 の縮 小 ・抑 制措 置 と して は機 能 した

17)∫ 莇d,PP.64-5(同 上,102-3ペ ージ)。
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第4表=87年 予算サ ミット合意によって立法化された赤字削減 プラン

単位710億 ドル

FY1988 FY1989

歳 入

増 税 9.2 14.2

(9.0) (14.0)

内国歳入庁徴税強化 1.8 2.5

使用料 一 〇
.5

一 〇
.6

歳入増総額 10.5

.

τ一

16.1

(11.0) (17.3)

歳 出

国防費 5.1 7.4

(5.0) (8,2)
匿.

...一.一一一...一.........

.....一.....一.....一.「 「冒-

非国防裁量的経費 2.5 1.6

(2.6> (3.4)

エ ン タ イ トル メ ン ト等 義 務 的 経 費

メ デ ィ ケ ア 2.1 3.8

郵 便 ・社 会 サ ー ビ ス 1.2 0.9

農産物価格支持 0.8 0.6

年 金 0.4 0.4

退役軍人年金資産売却他 0.8 0.8

奨学融資保証 0.2 na

その他 0.2 一 〇
.4

総 額 5.7 6.2

(5.4) (7.6)

使用料(相 殺収入分) 0.8 0.9

資産売却 ・前払い 7.7 na

利払い費 1.3 3.4
「 τ.-.-...一 醒 一..

歳出削減総額 23.1 18.9

(14.2) (25.1)

赤字削減総額 33.6 35.6

(30.2) (45.9)

注)1.カ ッ コ内 は予 算 サ ミ ッ ト合 意 の 数 字 。

2.サ ミ ッ ト合 意 赤 字 削 減 総 額 が 歳 入 増 ・歳 出 削 減 額 と一 致 しな い の は ,同 合 意 が 具

体 的 削 減 策 不 明 分(FY88=50億 ドル,FY89:35億 ドル)を 含 む た め 。

3.本 義 の数 値 は87年 末 ま で に 立 法 化 さ れ,た削 減 指 令 額 で あ り,89年 度 予 算 法 の 法 修

正 に よ る影 響 は 組 み 込 ま れ て い な い 。FY89の 歳 出削 減 額 の合 意 額 と立 法 化 削 減

額 と の 相 違 はそ の た め で あ る。

出 所)CongressionalBudgetOffice ,TheEconomicandBudgetOutlook:FYs1999-9$

Feb.,1988,v.59,CQWeeklyReport,Nov.21,198? ,p,2861,よ り作 成 。
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もの の,ア メ リカの赤 字 依存 体 質 を転換 させ る もので はなか った。 この よ うな

状 況下 で.80年 代 末 に な る と,財 政 赤字 を残 存 させ てい る現 行 の財 政構 造 を容

認 す る主 張 が 台頭 して くる。例 えば,ポ ー ル ・クルー グマ ン(PaulKrugman)

は,90年 代 の財政 赤 字 の見 通 しにつ いて,政 府 支 出 の削 減が 限界 に まで きて い

る とい う連 邦 予算 の現 状 を指 摘 した 後,次 の よ うに述 べ てい る。

「実 際 に は歳 出 の制 限だ けで短期 間 に赤 字 の削 減 を はか る ことは ,極 めて

難 しい ので あ る。 そ れで も,少 な くと も当分 の間,増 税 は政治 的事 情 か ら

実 施 さ れ るこ とはな いだ ろ う。つ ま り財 政赤 字 は,ア メ リカの経済 状況 の

中の ほ ぼ永久 的 な定 着物 と して この まま残 る とい う こ とで あ る。」18)

クル ー グ マ ンは こ う述べ た後,連 邦 政府 の支払 能力 に問 題が 生 じない 限 り財

政 赤字 が 危機 的事態 を招 来 す る ことは まず ないか ら,赤 字 との 共存 を継 続 す る

道 が現 実 的 な政策 選択 肢 で あ る,と 結 論 づ けてい る19)。「財 政赤 字容 認」 論 は
,

当時 の財 政 の 制約 状況 を率 直 に反 映 した もの であ った。

しか し,同 時 にそれ は,対 外 不 均衡 問題 と ドル管理 に たいす る楽観 的認 識 を

背 景 に し た も の で も あ っ た 。 こ の 点 に つ い て,ジ ェ フ リー ・サ ッ ク ス

(JephrySachs)は,① ア メ リ カの債務 国化 が必 ず し も ドル資 産 へ の不 信 を増

大 させ る もの で は ない こ と,② 実 際 に85年 以 降,ド ル安 が進 行 す る下 で もア メ

リカの赤字 は フ ァイナ ンス され て きてい る こ と,の2点 を理 由に,ド ル暴 落 を

起点 とす るいわ ゆ る 「ハ ー ド ・ラ ンデ ィング」 は 「全 く起 こ りえ ない とはい え

ない ものの,こ こ数年 の間 に は起 こ りそ う もない」 との見解 を示 してい るW) 。

また,先 に紹介 した ク ルー グマ ン も,ハ ー ド ・ラ ンデ ィ ングが 当面 の現 実的 な

18)Km胆 ・MP・ 田,TheAgeofDiminishedExpectations:U .SEc・ 。・加,駕 姻 。 、ゐ,・990、

TheMITPress,p.77(長 谷11「 慶 太 郎 訳 「予 測90年 代
,ア メ リ カ 経 済 は ど う 変 わ る か 』TBSブ

リ タ ニ カ,1990年,109ペ ー ジ 〉。 周 知 の よ う に
,彼 は1985年 時 点 で 世 界 経 済 の 不 均 衡 問 題 に 警 鐘

を な ら し,各 国 マ ク ロ 政 策 協 調 推 進 の 主 唱 者 の 一 人 で あ っ た 。

19)翫4,p.77(前 掲 書109ペ ー ジ)。 こ の 時 期 の 財 政 赤 字 削 減 の 困 難 性 に つ い て は
,他 に,Mil.

ler,Preston].."Gramm-Rudman.Hollings'HoldonBudgetPolicy:Losi㎎Grip
."FederalRe-

serveBank・1Minneapolis ,QuarterlyReview,Winter1999,PP.U-21を 参 照 さ れ た い
。

20)Sachs,JeffreyD.,`'GlobalAdjustmentstoaShrinkingU
.S,TradeDeficit;'BrookingsPapers

onEconomicActivity,2=1988 .
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シナ リオで はな い とい うこ とを もっ て
,財 政 赤字 残存 の路線 が 現 実 的 な政 策 で

あ る,と の結 論 を導 き出 してい る2D。

以上 の よ うな,当 時 の国 内の 財政 制約 状 況 と ドル暴 落 に対す る楽観 論 とに規

定 され て,連 邦 政府 は財 政赤字 の抑 制か ら拡大 容 認 へ姿 勢 を転 換 させ た
。 赤字

容 認 へ の政 策転 換 は,1990年 包 括財 政調整 法(OmnibusBudgetReconcilation

Actof1990,以 下90年OBRAと 略)の 制 定 に よ るGRH法 の再 修 正 とな
って

現 れ た32)。90年OBRAは,GRH法 の 赤字 上 限 目標 を修 正 ・延 期 す るに と ど

ま らず,強 制 一律 削 減 の機構 を事実 上 と りはらい ,同 法 を無 力化 させ た。

GRH法 が そ の発 足 当初 か ら して同法 規定 を 回避 す る諸 制度 を内 包 した もの

で あ った とい うこ とは前 述 した通 りで あ る。 しか し,同 法 の赤 字 上 限 目標 は,

87年 修正 の よ うな法 制度 改正 に よる以外 には変 更 され るこ とは な く
,各 年 度 の

予 算審 議 の制 約 条件 と して作 用 し,一 時 的 な措 置 で あ る とはい え ,連 邦政 府 と

議 会 を赤 字の 削減 ・抑制 へ と向かわ せ てい た。

これ に対 して90年OBRAは ,強 制一 律 削減 の 規 定 を残 しは した もの の,大

統 領府 が 赤字 上 限 目標 を各年 度 の経 済情 勢 の変 化 等 に基 づ いて調 整 す る こ とと

した。 赤 字 目標 の 定期 的 な調整措 置が予 算 日程 に組 み込 まれ た こ とに よ
って,

一 律 削 減発 動 の可 能性 は失 われ
,議 会 と大統 領 は,一 律 削 減 の可 否 にか か わ る

こ とな く予 算 審議 を行 え るよ うに な った2%事 実
,第3表 か ら明 らか な よ うに,

各 年度 の上 限 目標 ば,目 標 調 整 に よ って ,92会 計 年度 に は3,498億 ドル,93年

度 に は4,194億 ドル と大幅 に上方 修 正 されて い る。 各年 度 の 赤 字 額 が この上 限

目標 額 を下 回 るこ とは ほぼ確 実で あ り,赤 字総 額 に対 す る一 律 削減 機構 は予 算

審 議 の過程 に なん らの 制約 を も及 ぼ して いな い。

21)Krugman.oρ.[i6 ,PP、177-89(前 掲 書218～32ペ ー ジ)。

22)90年OBRAは ,①91-95会 計 年 度 で の 赤 字 削 減 の実 施 プ ラ ンの 策 定 ,② 赤 字 上 限 目標 の 再 修
正 ・繰 り延 べ を含 むGRH法 の再 修 正 ,③ 費 目別 の歳 出 統 制 の枠 組 み の 設 定,の3点 を 柱 と し た

もの で あ る 。 本 稿 で は.こ の うち② の 側 側 面 に 限 定 して検 討 を行 う こ と と し,同 法 の全 体 的 な 評

価 は,別 途 の 機 会 にゆ ず りた い。

23)こ の 点 に つ い て は・U・S・C・ ・g・es・,H…eB・dg・ ・C・mmitt・ ・,1・TheFederalBudgetandth8
BudgetProcess:AnOverview;'Dec .,1990 ,PP,9-10を 参 照g
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また,第1・2次GRH法 とは異 な り,第3次GRH法 は ,予 算収支の均衡

を義務づ ける規定 をもっていない。それゆえ,年 度毎の赤字 目標の調整 と削減

目標の延期 もまた可能 になるのである2り。

他方,90年OBRAは,第1・2次GRH法 が その法規定 をす り抜 けるルー

プ ・ホールを温存 してい るとの国内外か らの批判 に応えて,同 法執行の厳格化

をはか る諸改正 を盛 り込 んでい る。第1に,第1・2次GRH法 で は捕捉 され

えなか った赤字見積報告以後 の予算関連立法 に対 して適用性 をもたせる仕組み

が設け られ,補 正予算等 による強制削減す り抜 けの道がふ さがれた。第2に,

これまで オフ ・バ ジェ ッ ト費 目であ るに もかかわ らずGRH法 の収支額に算入

され赤字の実勢を低 く見積 もる要因 となっている として批判 されて きた社会保

障信託基金黒字の取扱 いをGRH法 の赤字計算 に含めないこととす る修正が行

われた2%第3に,連 邦信 用諸経費の収支計算方式 を改正 し,連 邦融資保証等

の現実的発効 による支出増 をあ らか じめ計算 して年度毎 の連邦会計 に算入す る

との制度改革が行 われた。

この うち,前2者 の改正 について は,90年OBRAの 審議 と平行 して行 われ

ていた 日米構造協議において,日 本側 か らの対米要求項 目の主要な柱の一つ と

された ものであ り,ア メ リカにとっての対外公約 の実践 とい う意味を もってい

た26〕。 しか し,財 政赤字削減の実効性 の強化 とい う側面 から評価す るな ら,先

述 のように一律削減規定その ものが無効化 されてい る下では,こ れ らの予算制

度厳格化のための諸措置は,そ の作用す る前提が崩れて しまってい るがゆえに,

24)ブ ッシ ュ大統領 が提 出 した工993年度予算案 は
,レ ー ガ ン政権 期以 降は じめ て,予 算均 衡達成 年

度 を明示 しない予算 案 とな った。 さ らにこの政策姿勢 は ク リン トン政権 の財政 赤字削減 策 に も引

き継 がれ てい る。

25)1983年 社会保 障改革 法 によ る基金黒 字化が講 じられ た結 果
,基 金 の黒字 は一貫 して拡 人を続 け,

89会 計年度 に は560億 ドルの黒 字 とな り,連 邦財 政赤 字を まかな ううえで 一定 の役 割 を果 たす ま
でに な った。 それ ゆえ,同 基 金収 支 に よるい わゆ る 「赤 字 隠 し」が 焦点 とな り,90年OBRAに

よってGRH法 の赤 字算 定か ら除 かれ る こととな った。 しか し,同 基 金黒字 はすべ て連 邦国債 に

よって保有 され る もの と定 め られ てお り,現 実 には社 会保 障信 託基金 の積立金 が他 の連 邦支 出 を

フ ァイナ ンス して いる構 造 には変わ りな い。

26)日 米構 造 問題研 究会編,r日 米構造問 題協議最;終報告』 財経詳 報社
,ユ990年,ユ09ペ ー ジ。
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現 実 に は 財 政 赤 字 を 削 減 す る も の と は な っ て い な い 。

お わ り に

80年 代後半 におけるGRH法 を中心 とした アメ リカによる財 政赤字削減策 は,

同法の強制一律 削減規定 に掲げ られた ような財政赤字構造か らの転換 ・均衡予

算を実現す る ものではな く,一 時的 ・対症療法的な もので あった。赤字削減策

は,貿 易不均衡 の激化 と ドルの 「ハ ー ド・ランデ ィング」 を回避す るうえで必

要 と判断 され る局面においてのみ,現 実の もの となったのであ る。

それゆ え,ド ル暴 落 に対 す る楽 観論 が台頭 した局 面で は,ア メ リカは,

GRH法 を無力化 し,よ り裁量 的な財政政策が可能な予算制度に転換 した。先

進各国のマ クロ政策協調に よって ドル管理の体 制が一応の継続 を見せ ていた こ

とが このような転換 を可能 とす る条件であ った と考 えられ る'"。

しか し,以 上の ことは,連 邦政府 の赤字削減政策の内容 を説明す るに とど

まってお り,政 策を規定 した政治的 ・経済的諸条件の分析 を欠いている。また,

アメ リカ経済の財政赤字依存構造 は,先 進諸国,と りわけ日本が アメ リカ主導

の政策協調体制 を受 け入れることを条件 にしては じめて可能 となってい るのだ

か ら,こ の体制 を受容す る側の行動様式 の検討 が不可欠である。 これ らの論点

について は,今 ・後の課題 としたい。

27)G7諸 国 の交 渉下で,黒 字 国,と りわ け日本 は.民 活路 線,さ らに は87年 「前川 リポー ト」 を

起点 とした積極 財政へ の転換等,ア メ リカをは じめ とす る赤字国 の要求 に対 して忠 実 に公 約 ・実

践 して きた。 この よ うな 日本 の政策対応 が,ア メ リカの財 政赤字 容認路線 を遂行す る上 での前 提

条件 とな っていた こ とに留意 す る必要が あ る(日 本 の拡張 財政政 策へ の転換 の過程 につ いては,

坂井 昭夫,前 掲 書,107-11ペ ー ジを参照 され たい)。


